
議案第７４号 

 

市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年１２月５日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（市長等の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

   市長等の給与及び旅費に関する条例    市長等の給与に関する条例 

（趣旨） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、市長、副市長及び教育長（以下「市長等 

」という。）の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この条例は、市長、副市長及び教育長（以下「市長等 

」という。）の給与及び旅費の支給に関して定めることを目

的とする。 

（旅費） （新設） 

第５条 市長等が公務のために旅行したときは、大田原市職員

等の旅費に関する条例（令和７年条例第●号）の適用を受け

る職員の例により旅費を支給する。 

 

（給料等の支給） （給料等の支給） 

第６条 （略） 第５条 （略） 



（大田原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第２条 大田原市固定資産評価審査委員会条例（昭和３０年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（趣旨） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第４３６条の規定により、固定資産評

価審査委員会（以下「委員会」という。）の審査の手続、記

録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第４３６条の規定に基づき、固定資産

評価審査委員会（以下「委員会」という。）の審査の手続、

記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

（書記） （書記） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会

の庶務を処理する。 

３ 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作製し、及び委員会

の庶務を処理する。 

（審査の申出） （審査の申出） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければ 

ならない。 

２ 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 

 ⑴ （略） ⑴ （略） 

 ⑵ 審査の申出に係る処分の内容  （新設） 

 ⑶～⑸ （略） ⑵～⑷ （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（口頭審理） （口頭審査） 

第８条 （略） 第８条 （略） 



２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければなら 

 ない。 

５ 前項の口述書には次に掲げる事項を記載しなければならな 

い。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

６ 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に

対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与

えなければならない。 

６ 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に

対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与

えなければならない。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

（決定書の作成） （決定書の作成） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 法第４３３条第１２項の通知は、審査申出人に対しては前

項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもっ

てこれをしなければならない。 

２ 法第４３３条第１２項の通知は、審査申出人に対しては、

前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をも

ってこれをしなければならない。 

（費用弁償） （関係者に対する費用の弁償） 

第１３条 法第４３３条第７項の規定によって関係者（審査申

出人及び市長を除く。）に対し出席及び証言を求めた場合に

おいては、当該関係者に対して大田原市職員等の旅費に関す

る条例（令和７年条例第●号）に基づく旅費支給の例によっ

て費用弁償として旅費を支給する。 

第１３条 法第４３３条第７項の規定によって関係者（審査申

出人及び市長を除く。）に対し出席及び証言を求めた場合に

おいては、当該関係者に対して大田原市職員の旅費支給条例

（平成２１年条例第５号の規定による旅費支給の例によって

旅費を支給するものとする。 

（委任） （固定資産評価審査委員会規程への委任） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

（大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 



改正後（新） 改正前（旧） 

（費用弁償の額及び支給方法） （費用弁償の額及び支給方法） 

第３条 特別職の職員が公務のため市外に旅行したときは、そ

の旅行について、費用弁償として旅費を支給する。 

第３条 特別職の職員等が公務のため市外に旅行したときは、

その旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

２ 特別職の職員が助言、調査、診断その他事務を行った場合

で、市長が必要と認めるときは、費用弁償として旅費を支給

する。 

２ 市外に住居を有する特別職の職員等で任命権者が認める者

が会議等に出席したときは、旅費を支給する。 

３ 前２項の規定により支給する旅費については、大田原市職

員等の旅費に関する条例（令和７年条例第●号）に基づく旅

費支給の例による。 

３ 前２項の規定により支給する旅費の額は、本市職員に支給

する旅費の例によるものとし、大田原市職員の旅費支給条例

（平成２１年条例第５号）に定める７級の職務にある者相当

額とする。 

（削る） ４ 日額報酬を支給したときは、費用弁償としての日当は支給

しない（第２項の規定による旅費を除く。）。 

（大田原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第４条 大田原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成２６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１３条 消防団員が公務のため市外に旅行したときは、その

旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

第１３条 消防団員が公務のため市外に旅行したときは、その

旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費については、大田原市職員

等の旅費に関する条例（令和７年条例第●号）に基づく旅費

支給の例による。 

２ 費用弁償の額及び支給方法については、大田原市特別職の

職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年条例第１５号）の適用を受ける職員の例による。 

（大田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 大田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第６号）の一部を次のように改正する。 



次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る

費用弁償） 

（パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る

費用弁償） 

第３０条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行

に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償とし

て旅費を支給する。 

第３０条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行

に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償とし

て旅費を支給する。 

２ 旅行に係る費用弁償については、大田原市職員等の旅費に

関する条例（令和７年条例第●号）に基づく旅費支給の例に

よる。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の

職務は、給与条例第４条第１号に規定する行政職給料表にお

ける２級以下に相当するものとする。 

２ 旅行に係る費用弁償の額は、大田原市職員の旅費支給条例

（平成２１年条例第５号）の例による。この場合において、

パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第４条第

１号に規定する行政職給料表における２級以下に相当するも

のとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


